
鶴ヶ島市監査委員告示第１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、その結果を

次のとおり公表する。 

令和２年１０月２６日 

 

 

鶴ヶ島市監査委員 内 野 睦 巳     

 

 

鶴ヶ島市監査委員 漆 畑 和 司     

 

 

１ 監査基準に準拠している旨 

  監査委員は、鶴ヶ島市監査基準（令和２年鶴ヶ島市監査委員告示第６号）に準拠し

て監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の

規定による監査） 

 

３ 監査の対象 

  特定非営利活動法人虹の架け橋 

 

４ 監査の着眼点 

令和元年度において市が交付した補助金に係る出納その他の事務の執行状況が関係

法令等に基づき適正に行われているか否かに主眼をおいた。 

 

５ 監査の主な実施内容 

  提出された監査資料を精査するとともに、関係職員から説明を聴取して監査を行っ

た。 

 



６ 監査の実施場所及び日程 

実施場所：鶴ヶ島市役所 ５０２・５０３会議室 

日程：令和２年１０月２日 

 

７ 監査の結果 

  １から６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、交付された補助金は目的

に従って適正に執行され、事業も計画に沿って実施されており、出納その他の事務の

執行も適正に処理されていると認められた。 

  今後も、適正な事務執行に留意し、事業の円滑な運営と児童の健全な育成に努めら

れるように期待する。 

 

８ 団体概要 

  別添のとおり 

 

 

 



団 体 概 要 

 

１ 名 称  特定非営利活動法人 虹の架け橋 

 

２ 所 在 地  鶴ヶ島市大字太田ヶ谷８８７番地 

 

３ 設 立 目 的  放課後の時間に小学生を受け入れることを目的とする。 

 

４ 設 立 日  昭和６２年１０月２０日  

 

５ 運営方針等 

（１） 学校から帰宅後、安心して放課後が過ごせる場所となるよう心掛けます。 

（２） 子どもたちが自由に遊び、のびのびと過ごせる環境作りを目指すと共に人への思い

やり、礼儀やルールなど集団生活の中の社会性が身につくよう指導します。 

（３） おやつは安全な食品を使うよう心掛けます。 

（４） 子どもたちの安全を第一とし保護者との連絡を密にし指導員と保護者が協力し合え

る関係を心掛けます。 

 

６ 職 員 数 

    理事長  １名    理事  副理事長、理事、監事 ７人 

               支援員 ７人 おやつ係 ２人 

７ 登録児童数 

 小学校 1 年生 ２３人 小学校２年生 ２３人 小学校 3 年生 １７人 

 小学校４年生  ８人 小学校５年生  ８人 小学校６年生  ３人 

    合 計 ８２人 

 

８ 令和元年度の事業概要 

（１） ４／２２ 入室、進級お祝い会 

（２） ７／２６ 遠足（ぐんま昆虫の森） 

（３） ８／１９ スイカ割り、水風船合戦 

（４） １０／２８ ハロウィンパーティー 

（５） １２／８ わいわいガヤガヤ 

（６） １２／２３ クリスマス会 

（７） ２／１５ 入室説明会 

（８） ３／２３ お楽しみ会 

 



９ 令和元年度市補助金にかかる収支状況 

収 入 額 支 出 額 

１７,８４５,４２９円 １７,８４５,４２９円 

 

※ 職員数及び登録児童数は令和２年３月３１日現在 



鶴ヶ島市監査委員告示第１１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、その結果を

次のとおり公表する。 

令和２年１０月２６日 

 

 

鶴ヶ島市監査委員 内 野 睦 巳     

 

 

鶴ヶ島市監査委員 漆 畑 和 司     

 

 

１ 監査基準に準拠している旨 

  監査委員は、鶴ヶ島市監査基準（令和２年鶴ヶ島市監査委員告示第６号）に準拠し

て監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の

規定による監査） 

 

３ 監査の対象 

鶴ヶ島市立障害者生活介護施設指定管理者 社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会 

 

４ 監査の着眼点 

令和元年度における指定管理業務に係る出納その他の事務の執行状況が関係法令等

に基づき適正に行われているか否かに主眼をおいた。 

 

５ 監査の主な実施内容 

  提出された監査資料を精査するとともに、関係職員から説明を聴取して監査を行っ

た。 

 



６ 監査の実施場所及び日程 

実施場所：鶴ヶ島市役所 ５０２・５０３会議室 

日程：令和２年１０月２日 

 

７ 監査の結果 

  １から６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、協定に基づき支払われた

指定管理業務委託料は目的に従って執行され、事業も計画に沿って実施されており、

出納その他の事務の執行も概ね適正に処理されていると認められた。 

  定期的なチェック体制の見直しを図り、より一層適正な事務執行に留意し、事業の

円滑な運営と障害者福祉の向上に努められるように期待する。 

 

８ 団体概要 

  別添のとおり 

 

 

 



鶴ヶ島市立障害者生活介護施設 概要 

 

 

１ 施設の概要 

 

 (1) 名   称 鶴ヶ島市立障害者生活介護施設 

 

 (2) 所 在 地 鶴ヶ島市大字三ツ木９３５番地１  

 

 (3) 目   的 利用者（鶴ヶ島市立障害者生活介護施設を利用する障害者）が、 

地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる 

よう、日中活動の機会の提供及び社会との交流の促進その他の支援を

行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持

並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目

的とする。 

 

(4) 開 業 日 平成元年４月１日 

 

(5) 規   模 敷地面積 ３，５２５．５４㎡ 

建物面積    ５３４. ２６㎡ 鉄筋コンクリート１階建 

 

(6) 施   設 工芸室、生活訓練室、静養室、食堂、医務室、相談室、 

事務室、作業室 

 

(7) 営 業 時 間 利用時間９時～１６時 

 

(8) 利 用 定 員 ２０名 

 

(9) 休 館 日 日曜日及び土曜日、祝祭日、年末年始  

 

(10) 利 用 料 金 無料 

 

２ 指定管理業務の概要 

  

 (1) 目   的 在宅の常時介護を要する障害者の日常生活の充実及び社会参加の

促進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合定期に支援

することを目的とする。 

 



 (2) 期   間 平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで（５年） 

 

(3) 業 務 内 容 

ア 日中活動の機会の提供、社会との交流の促進等に関する業務 

イ 鶴ヶ島市立障害者生活介護施設（設備及び物品を含む）の維持管理に関する 

業務 

  ウ 利用者の送迎に関する業務 

(4) 営 業 日 数 

      ２４３日 

（5） 利 用 者 数 

      １８名 

 

３ 指定管理者の概要 

 

(1) 名   称 社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会 

 

(2) 所 在 地 鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１  

 

(3) 代 表 者 名 会長 成瀬 宥一 

 

４ 令和元年度の指定管理業務の概要（営業日数及び入館者数） 

    年間開所日数     ２３５日 

    年間利用延べ人数 ３，３５８人 

 

 

５ 令和元度指定管理委託にかかる収支状況 

 

 

 

 

 

 

収 入 額 支 出 額  

指定管理委託料       4,744,000 円 

51,108,230 円 その他（自立支援給付費等）50,479,246 円 

計           55,223,246 円 


